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は
じ
め
に

　

居
住
地
国
課
税
原
則
を
採
用
す
る
場
合
、
居
住
者
に
対
し
て
は
無
制
限
納
税
義
務
、
非
居
住
者
に
対
し
て
は
制
限
納
税
義
務
が
課
さ
れ

る（
1
）。

例
え
ば
個
人
で
あ
る
居
住
者
が
国
外
に
移
住
す
る
場
合
、
租
税
上
の
属
性
が
居
住
者
か
ら
非
居
住
者
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

当
該
者
の
納
税
義
務
の
範
囲
は
、
元
の
居
住
地
国
に
お
い
て
全
世
界
所
得
か
ら
当
該
国
の
国
内
源
泉
所
得
に
狭
め
ら
れ（

2
）る
。
こ
の
よ
う
に

居
住
者
の
所
得
等
の
一
部
が
当
該
居
住
地
国
の
課
税
権
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
そ
の
居
住
地
国
に
お
い
て
無
制
限
納
税
義
務

を
課
さ
れ
て
い
た
期
間
に
お
け
る
一
部
の
有
価
証
券
等
の
資
産
の
未
実
現
利
得
へ
の
課
税
が
免
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な（

3
）る
。
こ
の
問
題
へ

の
対
策
と
し
て
、
出
国
時
に
租
税
を
課
す
等
の
制
度
を
有
す
る
国
が
あ（

4
）り
、
約
半
数
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
も
、
以
前
よ
り
こ
の
よ
う
な
制
度
を

設
け
執
行
し
て
き（

5
）た

。

　

Ｅ
Ｕ（

6
）法

が
適
用
さ
れ
る
場
面
に
お
い
て
、
課
税
権
は
加
盟
国
に
留
保
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
法
に
よ
れ
ば
、

加
盟
国
は
、
原
則
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
法
を
遵
守
し
た
上
で
課
税
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
加
盟
国
の
国
内
法
に
基
づ
く
租
税
措
置
が

Ｅ
Ｕ
法
に
抵
触
す
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
法
の
適
用
は
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な（

7
）い
。
加
盟
国
の
措
置
が
Ｅ
Ｕ
法
に
適
合
す
る
か
に

つ
い
て
の
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
断
枠
組
み
は
、
第
一
に
、
加
盟
国
の
当
該
措
置
が
Ｅ
Ｕ
法
に
定
め
る
自
由
移
動
を
制
限
す
る
措
置
で
あ

る
か
ど
う
か
、
又
は
差
別
を
構
成
す
る
措
置
で
あ
る
か
ど
う
か
、
第
二
に
、
当
該
措
置
は
公
益
を
理
由
と
し
て
正
当
化
さ
れ
う
る
か
ど
う

か
、
第
三
に
、
当
該
措
置
が
そ
の
達
成
す
べ
き
目
的
に
対
し
て
必
要
な
範
囲
を
超
え
な
い
手
段
で
あ
る
か
ど
う
か
（
比
例
性
原
則
）
で
あ

る
。

　

本
稿
で
は
、
あ
る
加
盟
国
か
ら
他
国
へ
移
住
す
る
個
人
に
課
さ
れ
る
当
該
加
盟
国
の
租
税
措
置
が
、
Ｅ
Ｕ
法
に
抵
触
す
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
争
わ
れ
た
事
件
に
限
定
し
て
、
右
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
断
枠
組
み
を
中
心
に
分
析
す
る
も
の
と
し
、
法
人
に
関
す
る
同
論
点
に
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つ
い
て
は
別
稿
を
期
す（

8
）る
。

　

個
人
に
対
す
る
出
国
時
課
税
制
度
と
Ｅ
Ｕ
法
の
抵
触
関
係
を
考
察
す
る
場
合
、
主
と
し
て
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
一
八
条
（
国
籍
に
よ
る
差
別

の
禁
止
）、
二
一
条
（
Ｅ
Ｕ
市
民
の
自
由
移
動
及
び
居
住
の
権
利
）、
四
五
条
（
労
働
者
の
自
由
移
動
）、
四
九
条
（
開
業
の
権
利
）
及
び
六
三
条

（
資
本
の
自
由
移
動
）
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
が
争
点
と
な
り
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
同
条
約
一
八
条
及
び
二
一

条
は
、
一
般
規
定
で
あ
っ
て
四
五
条
及
び
四
九
条
等
の
特
別
規
定
の
適
用
範
囲
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
こ（

9
）と

、
及
び
右
特
別
規
定
の

適
用
が
な
い
場
合
に
適
用
さ
れ
る
こ
）
10
（

と
、
と
判
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
加
盟
国
措
置
が
Ｅ
Ｕ
法
に
定
め
る
労

働
者
の
自
由
移
動
、
開
業
の
権
利
及
び
資
本
の
自
由
移
動
に
抵
触
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
事
件
を
分
析
し
、
加
盟
国
の
課
税

権
が
留
保
さ
れ
る
範
囲
又
は
程
度
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一　

出
国
時
課
税
制
度
の
導
入
趣
旨
と
そ
の
類
型

㈠　

課
税
管
轄
と
納
税
義
務

　

課
税
権
は
、
国
家
主
権
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
る
が
、
国
家
は
、
納
税
義
務
者
と
国
家
と
の
間
に
人
的
又
は
客
観
的
関
連
性
を
有
す
る
こ

と
を
根
拠
と
し
て
課
税
権
を
行
使
す
）
11
（

る
。
多
く
の
国
に
お
い
て
、
個
人
に
対
し
、
人
的
関
連
性
を
示
す
居
住
と
い
う
要
素
に
基
づ
い
て
課

税
権
を
行
使
し
（
居
住
地
国
主
義
）、
そ
れ
と
併
用
し
て
経
済
的
関
連
性
に
も
基
づ
い
て
課
税
権
を
行
使
し
て
い
る
（
源
泉
地
国
主
）
12
（

義
）。

　

こ
の
よ
う
な
関
連
性
を
根
拠
と
す
る
課
税
権
の
行
使
は
、
そ
の
納
税
義
務
の
範
囲
を
左
右
す
る
。
居
住
地
国
主
義
の
場
合
は
無
制
限
納

税
義
務
に
帰
結
し
、
す
な
わ
ち
全
世
界
所
得
及
び
財
産
へ
の
課
税
が
な
さ
れ
る
（
居
住
地
国
課
税
原
則
）。
他
方
、
源
泉
地
国
主
義
の
場
合

は
、
課
税
国
を
源
泉
と
す
る
所
得
及
び
そ
の
領
域
内
に
所
在
す
る
財
産
の
み
が
課
税
対
象
（
制
限
納
税
義
務
）
と
な
る
（
源
泉
地
国
課
税
原



法学政治学論究　第121号（2019.6）

178

則
）。

　

国
家
間
の
課
税
権
の
行
使
範
囲
の
不
一
致
、
す
な
わ
ち
居
住
地
国
課
税
原
則
及
び
／
又
は
源
泉
地
国
課
税
原
則
の
競
合
又
は
空
白
に
よ

り
、
二
重
課
税
又
は
二
重
非
課
税
が
生
じ
る
。
一
般
的
に
二
重
課
税
が
生
じ
る
例
と
し
て
、
居
住
者
に
は
無
制
限
納
税
義
務
を
課
し
、
非

居
住
者
に
は
制
限
納
税
義
務
を
課
す
よ
う
な
国
間
に
お
い
て
、
一
方
の
国
の
居
住
者
が
他
方
の
国
に
源
泉
の
あ
る
所
得
を
稼
得
し
た
場
合
、

当
該
所
得
に
つ
い
て
居
住
地
国
に
お
い
て
は
居
住
地
国
課
税
原
則
に
従
い
、
源
泉
地
国
に
お
い
て
は
源
泉
地
国
課
税
原
則
に
従
い
、
両
国

に
お
い
て
当
該
納
税
義
務
者
に
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
国
際
的
二
重
課
税
で
あ
る
。
加
え
て
、
居
住
者
や
源
泉
所
得
等
の

定
義
・
範
囲
の
相
違
に
よ
り
二
重
課
税
又
は
二
重
非
課
税
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
一
般
に
国
内
法
又
は
租
税
条
約

に
よ
る
課
税
権
の
配
分
に
よ
り
、
二
重
課
税
又
は
二
重
非
課
税
の
問
題
を
解
決
し
て
い
る
。

　

Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
も
、
原
則
と
し
て
、
課
税
権
は
加
盟
国
に
留
保
さ
れ
、
加
盟
国
の
領
土
保
全
の
確
保
及
び
法
と
秩
序
の
維
持
を
尊
重
す

る
）
13
（

と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
加
盟
国
は
居
住
地
国
課
税
原
則
及
び
源
泉
地
国
課
税
原
則
を
併
用
し
、
二
重
課
税
又
は
二
重
非
課

税
に
対
し
て
も
国
内
法
又
は
租
税
条
約
の
締
結
に
よ
り
、
そ
の
権
限
を
行
使
す
）
14
（

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
Ｅ
Ｕ
法
を
遵
守
し

た
上
で
こ
の
権
限
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
）
15
（

り
、
こ
こ
に
加
盟
国
の
課
税
権
と
Ｅ
Ｕ
の
域
内
市
場
達
成
と
い
う
目
的
と

の
間
で
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
生
じ
る
。

㈡　

出
国
時
課
税
制
度
の
導
入
趣
旨

　

先
述
の
と
お
り
、
居
住
者
が
非
居
住
者
に
な
り
、
無
制
限
納
税
義
務
か
ら
制
限
納
税
義
務
に
納
税
義
務
の
範
囲
が
変
化
す
る
場
合
、
出

国
時
に
租
税
を
課
す
等
の
措
置
が
適
用
さ
れ
な
い
限
り
、
当
初
の
居
住
地
国
は
、
当
該
国
に
お
い
て
無
制
限
納
税
義
務
を
課
さ
れ
て
い
た

期
間
に
お
け
る
一
部
の
有
価
証
券
等
の
資
産
の
未
実
現
利
得
へ
租
税
を
課
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
）
16
（

る
。
例
え
ば
、
Ａ
国
の
居
住
者

が
外
国
法
人
の
株
式
を
有
し
た
ま
ま
Ｂ
国
に
移
住
し
、
そ
の
後
当
該
株
式
を
売
却
す
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
当
該
株
式
の
取
得
価
格
ａ
、
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出
国
時
の
価
格
ｂ
及
び
売
却
価
格
ｃ
の
大
小
は
、
ａ<

ｂ<

ｃ
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
ａ
と
ｂ
の
差
額
に
対
し
て
、
Ｂ
国
は
、

譲
渡
時
に
譲
渡
者
が
居
住
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
居
住
地
国
課
税
原
則
に
基
づ
く
課
税
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
Ａ
国
に
お
い
て
は

譲
渡
者
の
出
国
時
に
は
当
該
差
額
は
未
実
現
利
得
で
あ
り
、
当
該
未
実
現
利
得
を
課
税
対
象
と
な
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
と
み
な
す
と
す

る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
差
額
に
対
し
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
未
実
現
利
得
へ
の
課
税
に
つ

い
て
は
、
国
家
は
そ
の
課
税
権
を
行
使
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
多
く
の
場
合
、
Ｂ
国
が
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
の
非
課
税
や
入
国
後
の

キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
の
み
（
例
え
ば
、
ｂ
と
ｃ
の
差
額
）
へ
課
税
す
る
制
度
を
有
し
て
い
る
と
き
に
、
ａ
と
ｂ
の
差
額
に
対
す
る
租
税
回
避

を
防
ぐ
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
Ａ
国
が
当
該
未
実
現
利
得
へ
課
税
す
る
制
度
を
導
入
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
未
実
現
利
得
へ
の
課
税
は
、
そ
の
課
税
時
点
に
お
い
て
当
該
利
得
は
現
金
化
さ
れ
て
お
ら
ず
納
税
資
金
を
確
保
す
る

こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
）
17
（

と
、
及
び
、
こ
の
よ
う
な
課
税
が
障
害
と
な
り
Ｅ
Ｕ
域
内
の
自
由
移
動
を
阻
害
す
る
こ
と
か
ら
、
加
盟
国
に
よ
る

当
該
課
税
制
度
は
Ｅ
Ｕ
法
に
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

ま
た
、
例
え
ば
、
資
産
が
国
内
の
恒
久
的
施
設
か
ら
国
外
の
恒
久
的
施
設
に
移
転
さ
れ
る
と
移
転
前
の
恒
久
的
施
設
の
所
在
地
国
の
国

内
源
泉
所
得
は
失
わ
れ
、
当
該
国
は
、
当
該
会
社
に
投
資
し
て
い
た
制
限
納
税
義
務
者
に
対
し
て
租
税
を
課
す
こ
と
が
で
き
な
）
18
（

い
。

　

課
税
権
の
全
部
又
は
一
部
を
喪
失
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
国
家
は
、
納
税
義
務
者
の
出
国
時
又
は
資
産
の
移
転

時
等
に
、
未
実
現
利
得
で
あ
っ
て
も
、
租
税
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
最
後
の
機
会
で
あ
る
こ
れ
ら
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
お
い
て
課
税
権
を
行

使
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

㈢　

個
人
出
国
時
課
税
制
度
の
類
型

　

あ
る
加
盟
国
か
ら
他
国
へ
移
住
す
る
個
人
に
課
さ
れ
る
租
税
措
置
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
二
年
の
国
際
租
税
協
会
（International 

Fiscal Association

）
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
五
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
）
19
（

る
。
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①　

あ
ら
ゆ
る
資
産
に
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
税
を
課
す
国
が
、
す
べ
て
の
資
産
の
未
実
現
の
含
み
益
に
対
し
て
課
す
る
一
般
的
な
出
国

税
。
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
で
こ
の
タ
イ
プ
の
租
税
を
課
す
国
は
な
）
20
（

い
。

②　

一
部
の
資
産
に
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
税
を
課
す
国
が
、
一
部
の
資
産
の
未
実
現
の
含
み
益
に
対
し
て
課
す
る
狭
義
の
出
国
税
。
以

下
、
本
稿
で
は
、
特
定
の
資
産
の
未
実
現
利
得
に
対
し
て
出
国
時
に
課
す
租
税
を
狭
義
の
出
国
税
と
す
る
。

③　

居
住
者
が
国
外
に
移
住
し
て
他
国
の
居
住
者
と
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
従
前
の
居
住
地
国
の
居
住
者
と
み
な
す
と
す
る
納
税

義
務
の
拡
張
（
拡
張
的
無
制
限
納
税
義
務
）。

④　

出
国
し
た
者
を
一
定
期
間
、
通
常
の
非
居
住
者
と
は
区
別
し
、
通
常
の
非
居
住
者
よ
り
も
広
い
範
囲
の
所
得
に
課
税
す
る
納
税
義

務
の
拡
張
（
拡
張
的
制
限
納
税
義
）
21
（

務
）。

⑤　

従
前
に
享
受
し
て
い
た
便
益
（
控
除
又
は
繰
延
）
の
リ
キ
ャ
プ
チ
ャ
ー
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
裁
判
例
の
当
事
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
及
び
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
個
人
出
国
時
課
税
制
度
導
入
の
有
無
等
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
ラ
ス
テ
イ
リ
氏
事
件
判
）
22
（

決
で
問
題
と
さ
れ
た
一
九
九
九
年
財
政
法
に
よ
っ
て
初
め
て
個
人
に
対
し

て
出
国
時
に
当
該
者
の
有
す
る
有
価
証
券
の
含
み
益
に
課
税
す
る
制
度
を
導
入
し
）
23
（

た
。
こ
れ
は
、
特
定
の
資
産
（
有
価
証
券
）
を
課
税
対

象
と
す
る
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
に
右
②
で
示
す
狭
義
の
出
国
税
と
い
わ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
そ
の
後
二
〇
〇
五
年
に
Ｅ
Ｕ
法

に
適
合
し
な
い
こ
と
か
ら
当
該
出
国
税
を
廃
止
し
た
が
、
二
〇
一
一
年
に
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
断
に
従
う
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
新
た
な

出
国
時
課
税
制
度
を
創
設
し
た
。

　

オ
ラ
ン
ダ
は
、
一
九
九
七
年
に
、
大
口
株
主
（
法
人
の
株
式
を
五
％
以
上
有
す
る
株
主
）
で
あ
る
居
住
者
が
他
国
に
移
住
し
た
場
合
な
ど

に
、
当
該
株
式
の
含
み
益
に
課
税
す
る
制
度
を
導
入
し
）
24
（

た
。
こ
れ
は
、
特
定
の
資
産
（
有
価
証
券
）
を
課
税
対
象
と
す
る
制
度
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
一
般
に
右
②
で
示
す
狭
義
の
出
国
税
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
の
後
二
〇
〇
一
年
に
主
に
当
該
出
国
税
の
申
告
手
続
に
関
す
る
改
正
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が
な
さ
れ
、
二
〇
〇
四
年
に
は
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
断
に
従
う
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
の
居
住
法
人
の
大
口
株
主
で

あ
る
非
居
住
者
は
、
当
該
法
人
の
管
理
支
配
地
が
オ
ラ
ン
ダ
以
外
に
移
転
す
る
場
合
に
出
国
税
が
課
さ
れ
）
25
（

る
。
さ
ら
に
、
オ
ラ
ン
ダ
は
、

所
得
税
及
び
相
続
税
に
つ
い
て
、
右
③
に
示
す
拡
張
的
無
制
限
納
税
義
務
を
課
す
制
度
を
有
し
て
い
る
。
所
得
税
法
に
お
い
て
は
二
〇
〇

一
年
以
降
、
一
定
の
非
居
住
者
は
居
住
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
を
選
択
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
相
続
税
法
に
お
い
て
は
、
本
稿

で
取
り
上
げ
るvan H

ilten-van der H
eijden

事
件
判
）
26
（

決
で
問
題
と
な
っ
た
一
九
五
六
年
相
続
法
三
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
の

居
住
者
で
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
国
籍
を
有
す
る
者
が
、
オ
ラ
ン
ダ
出
国
後
一
〇
年
以
内
に
死
亡
又
は
贈
与
す
る
場
合
、
当
該
死
亡
又
は
贈
与

時
に
お
い
て
居
住
者
で
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

　

ポ
ル
ト
ガ
ル
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
二
〇
一
六
年
の
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
）
27
（

決
で
問
題
と
さ
れ
た
株
式
交
換
に
よ
り
生

じ
る
株
式
の
未
実
現
利
得
に
対
す
る
課
税
制
度
及
び
個
人
事
業
等
に
係
る
資
産
等
の
移
転
に
対
す
る
課
税
制
度
は
存
在
す
る
が
、
ポ
ル
ト

ガ
ル
に
租
税
上
の
住
所
を
有
し
て
い
た
個
人
が
他
国
に
当
該
住
所
を
移
転
す
る
こ
と
に
基
因
し
て
そ
の
者
の
有
す
る
一
部
の
有
価
証
券
等

の
資
産
に
対
す
る
未
実
現
利
得
へ
の
課
税
制
度
は
な
い
。

二　

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
の
分
析

㈠　

狭
義
の
出
国
税
に
関
す
る
判
例

1　

ラ
ス
テ
イ
リ
氏
事
件
判
決
（
二
〇
〇
四
年
三
月
一
一
日
司
法
裁
判
所
判
決
）

　

⑴　

事
実
関
係

　

ラ
ス
テ
イ
リ
氏
（
以
下
「
Ｌ
氏
」
と
い
う
）
は
、
一
九
九
八
年
九
月
一
二
日
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ベ
ル
ギ
ー
に
移
り
住
ん
だ
。
Ｌ
氏
は
フ
ラ
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ン
ス
で
設
立
さ
れ
た
法
人
の
株
式
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
超
を
保
有
し
て
お
り
、
出
国
時
点
で
当
該
株
式
の
市
場
価
格
は
Ｌ
氏
に
よ
る
取
得

時
の
価
格
よ
り
高
く
な
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
租
税
一
般
法
典
第
一
六
七
条
の
）
28
（

二
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
出
国
直
前
一
〇
年
の
う

ち
六
年
以
上
を
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
し
て
い
た
者
が
フ
ラ
ン
ス
か
ら
租
税
上
の
住
所
を
移
転
す
る
場
合
は
、
一
定
の
資
産
の
価
値
増
加
分

（
未
実
現
利
得
）
に
つ
き
課
税
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
当
該
納
税
義
務
者
が
担
保
資
産
の
提
供
等
の
所
定
の
要
件
を
充
足
し
た

場
合
は
納
税
猶
予
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
Ｌ
氏
は
、
同
法
に
基
づ
き
当
該
株
式
の
価
値
増
加
分
に
対
す
る
課
税
処
分
を
受

け
た
。

　

右
処
分
に
対
し
て
、
Ｌ
氏
は
、
フ
ラ
ン
ス
租
税
一
般
法
典
第
一
六
七
条
の
二
は
Ｅ
Ｃ
条
約
五
二
条
（
開
業
の
自
由
）
に
反
す
る
と
し
国

内
裁
判
所
に
出
訴
し
た
と
こ
ろ
、
租
税
回
避
を
防
止
す
る
目
的
で
租
税
上
の
住
所
の
移
転
に
伴
う
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
に
対
し
て
課
税
す

る
加
盟
国
措
置
が
、
Ｅ
Ｃ
条
約
五
二
条
に
よ
り
排
除
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
国
内
裁
判
所
は
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
先
決
付
託
し
た
。

　

⑵　

判　

旨

　

ま
ず
、「
Ｅ
Ｃ
条
約
五
二
条
に
よ
り
保
証
さ
れ
た
権
利
を
行
使
し
フ
ラ
ン
ス
の
管
轄
外
に
租
税
上
の
住
所
を
移
転
し
よ
う
と
す
る
納
税

義
務
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
管
轄
内
に
留
ま
る
納
税
義
務
者
と
比
べ
不
利
益
な
取
扱
い
に
服
す
る
こ
と
に
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
留
ま
れ
ば
実

際
に
実
現
し
た
所
得
に
の
み
課
税
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
未
実
現
の
所
得
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
価
値
の
増
加
に
対
す
る

課
税
関
係
の
異
な
る
取
扱
い
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
外
へ
の
移
転
を
阻
害
す
る
こ
と
に
）
29
（

な
」
り
、
さ
ら
に
、「
納
税
猶
予
に
つ
い
て
の
規
定
は

あ
る
が
、
そ
れ
は
自
動
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
担
保
の
提
供
を
そ
の
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
納
税
義
務
者
は
担
保
資

産
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
を
享
受
で
き
な
く
な
）
30
（

る
」
と
判
示
し
、
問
題
の
フ
ラ
ン
ス
法
は
Ｅ
Ｃ
条
約
五
二
条
の
開
業
の
自
由
の
権
利
行
使
を

制
限
す
る
と
し
た
。

　

次
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
問
題
の
措
置
が
Ｅ
Ｃ
条
約
に
適
合
す
る
正
当
な
客
観
性
を
追
求
し
、
か
つ
公
共
の
利
益
の
た
め
に
避
け

る
こ
と
の
で
き
な
い
理
由
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
う
る
場
合
で
あ
っ
て
比
例
性
原
則
を
充
足
す
る
と
き
に
の
み
、
当
該
措
置
は
許
容
さ
れ
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る
こ
と
を
確
認
し
た
上
）
31
（

で
、
問
題
の
フ
ラ
ン
ス
法
が
租
税
回
避
防
止
を
理
由
と
し
て
正
当
化
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
し
た
。

本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
法
は
、「
フ
ラ
ン
ス
租
税
法
の
適
用
を
回
避
す
る
目
的
の
た
め
に
完
全
に
人
為
的
な
ア
レ
ン
ジ
メ

ン
ト
に
よ
る
租
税
上
の
便
益
を
排
除
す
る
よ
う
に
特
別
に
設
計
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
居
住
者

が
フ
ラ
ン
ス
国
外
の
居
住
者
と
な
る
場
合
を
対
象
と
し
て
い
る
。
居
住
者
で
あ
る
納
税
義
務
者
が
加
盟
国
の
管
轄
圏
外
に
実
質
的
に
移
転

す
る
場
合
は
、
そ
れ
自
体
で
租
税
回
避
を
含
意
す
る
も
の
で
は
な
い
。
租
税
回
避
又
は
脱
税
は
、
居
住
者
で
あ
る
納
税
義
務
者
が
他
の
加

盟
国
に
実
質
的
に
移
転
し
た
と
す
る
事
実
か
ら
一
般
的
に
は
推
測
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
租
税
回
避
防
止
の
理
由
に
よ
っ
て
Ｅ
Ｃ
条
約

で
保
障
さ
れ
た
基
本
的
な
自
由
の
権
利
の
行
使
を
損
な
う
よ
う
な
財
政
上
の
法
令
を
正
当
化
で
き
る
も
の
で
も
な
）
32
（

い
」。
ま
た
、
司
法
裁

判
所
は
、
税
制
の
一
貫
）
33
（

性
及
び
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
配
）
34
（

分
を
根
拠
と
し
て
正
当
化
す
る
こ
と
も
認
め
な
か
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
正
当
化
事
由
も
認
め
ら
れ
ず
、
納
税
義
務
者
有
利
の
判
断
が
下
さ
れ
た
。

2　

Ｎ
事
件
判
決
（
二
〇
〇
六
年
九
月
七
日
司
法
裁
判
所
判
）
35
（

決
）

　

⑴　

事
実
関
係

　

オ
ラ
ン
ダ
の
有
限
責
任
会
社
の
唯
一
の
株
主
で
あ
っ
た
Ｎ
は
、
一
九
九
七
年
一
月
二
二
日
、
そ
の
居
所
を
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
英
国
に
移
し

た
。
こ
の
法
人
の
管
理
支
配
は
株
式
取
得
時
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ン
テ
ィ
ル
で
行
っ
て
い
た
。

　

オ
ラ
ン
ダ
の
所
得
税
法
に
よ
れ
ば
、
大
口
株
主
（
法
人
の
株
式
を
五
％
以
上
有
す
る
株
主
）
で
あ
る
居
住
者
が
死
亡
以
外
の
事
由
で
居
住

者
の
地
位
を
失
う
こ
と
は
株
式
を
処
分
し
た
こ
と
と
同
等
と
み
な
す
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
、
担
保
を
提
供
し
、
か
つ
、
納
税

申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
〇
年
間
の
納
税
猶
予
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｎ
は
こ
れ
ら
の
要
件
を
充
足
し
、
納
税
猶

予
を
受
け
た
。

　

本
件
の
主
た
る
争
点
は
、
右
の
よ
う
な
オ
ラ
ン
ダ
法
は
Ｅ
Ｃ
条
約
四
三
条
（
開
業
の
自
由
）
に
反
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
と
こ
ろ
、
国
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内
裁
判
所
は
、
納
税
猶
予
に
所
定
の
要
件
を
課
す
こ
と
が
Ｅ
Ｃ
条
約
四
三
条
に
反
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
先
決

付
託
し
た
。
そ
の
他
の
争
点
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。

　

⑵　

判　

旨

　

最
初
に
、
ラ
ス
テ
イ
リ
氏
事
件
判
決
を
踏
襲
し
、
オ
ラ
ン
ダ
の
管
轄
外
に
租
税
上
の
住
所
を
移
転
す
る
者
と
オ
ラ
ン
ダ
に
居
住
し
続
け

る
者
に
対
す
る
異
な
る
取
扱
い
は
、
オ
ラ
ン
ダ
以
外
の
国
へ
の
移
転
を
阻
害
）
36
（

し
、
さ
ら
に
、「
納
税
猶
予
に
つ
い
て
の
規
定
は
あ
る
が
、

そ
れ
は
自
動
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
担
保
の
提
供
を
そ
の
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
担
保
資
産
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
を

享
受
で
き
な
く
な
）
37
（

る
」
と
判
示
し
、
問
題
の
オ
ラ
ン
ダ
法
は
Ｅ
Ｃ
条
約
四
三
条
の
開
業
の
自
由
の
権
利
の
行
使
を
制
限
す
る
と
判
示
し
た
。

　

加
え
て
、「
本
件
の
場
合
は
、
租
税
上
の
住
所
の
移
転
後
に
お
け
る
実
際
に
租
税
債
務
が
減
少
す
る
た
め
の
価
値
の
下
落
に
つ
い
て
は

考
慮
さ
れ
な
い
が
、
…
…
所
得
に
課
さ
れ
る
租
税
は
、
実
際
に
処
分
さ
れ
た
時
の
価
値
の
増
加
分
を
基
に
し
て
計
算
さ
れ
、
そ
れ
は
減
少

す
る
か
、
又
は
存
在
し
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
得
）
38
（

る
」
と
し
、
出
国
先
の
国
で
移
転
後
に
生
じ
た
価
値
の
下
落
分
を
考
慮
し
な
い
場
合
に

は
、
出
国
税
を
課
し
た
国
（
出
国
元
の
国
）
で
価
値
の
下
落
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
断
し
た
。

　

次
に
、
ラ
ス
テ
イ
リ
氏
事
件
判
決
に
お
い
て
も
示
さ
れ
た
正
当
な
客
観
性
の
追
求
、
か
つ
公
共
の
利
益
を
理
由
と
す
る
正
当
化
並
び
に

比
例
性
原
則
に
つ
い
て
明
示
し
た
上
）
39
（

で
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
。

　

問
題
の
措
置
は
源
泉
地
国
課
税
原
則
に
基
づ
い
て
課
税
権
を
配
分
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
と
オ
ラ
ン
ダ
の
国
内
裁
判
所
が
判
断

し
た
こ
と
、
及
び
、
問
題
の
措
置
は
二
重
課
税
を
排
除
す
る
よ
う
に
も
設
計
さ
れ
て
い
る
と
オ
ラ
ン
ダ
政
府
が
述
べ
た
こ
と
か
ら
、「
加

盟
国
間
の
課
税
権
の
配
分
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
正
当
な
目
的
で
あ
る
。
加
え
て
、
Ｅ
Ｃ
条
約

二
九
三
条
に
よ
れ
ば
、
共
同
体
内
の
二
重
課
税
を
回
避
す
る
た
め
に
加
盟
国
は
互
い
に
交
渉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
40
（

い
」、
二
重
課
税
回
避

の
た
め
の
Ｅ
Ｕ
共
通
制
度
及
び
多
国
間
条
約
が
未
だ
存
在
し
な
い
中
で
、「
加
盟
国
は
条
約
に
よ
っ
て
又
は
一
方
的
に
、
課
税
権
の
配
分
、

特
に
二
重
課
税
の
排
除
に
関
す
る
権
限
を
有
し
て
い
）
41
（

る
」
と
し
、「
加
盟
国
が
国
際
課
税
の
実
務
、
特
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
か
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ら
対
策
案
を
得
る
こ
と
は
不
合
理
で
は
な
）
42
（

い
」。
そ
し
て
、「
オ
ラ
ン
ダ
で
測
定
さ
れ
た
増
加
価
値
に
租
税
を
課
す
こ
と
、
当
該
納
税
義
務

者
が
移
住
し
た
と
き
の
価
額
、
及
び
実
際
に
株
式
を
処
分
す
る
と
き
ま
で
の
納
税
猶
予
に
つ
い
て
国
内
法
が
定
め
る
こ
と
は
、
一
時
的
な

要
素
（a tem

poral com
ponent

）、
す
な
わ
ち
課
税
所
得
が
生
じ
た
期
間
に
管
轄
内
に
あ
る
租
税
上
の
住
所
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、

（
適
用
さ
れ
る
―
筆
者
注
）
源
泉
地
国
課
税
原
則
に
従
う
も
の
で
あ
）
43
（

る
」
と
し
、
公
共
の
利
益
に
よ
り
当
該
措
置
は
正
当
化
さ
れ
る
と
判
断

さ
れ
た
。

　

最
後
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、
問
題
の
加
盟
国
措
置
が
比
例
性
原
則
に
か
な
う
か
ど
う
か
も
検
証
し
た
。
納
税
猶
予
の
要
件
で
あ
る

出
国
時
の
申
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、「
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
配
分
、
特
に
加
盟
国
間
の
二
重
課
税
を
排
除
す
る
正
当
な
目
的
に
照

ら
し
て
、
不
相
応
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
）
44
（

い
」
と
し
、
当
該
要
件
を
課
す
こ
と
を
認
め
た
。
他
方
で
、
担
保
提
供
要
件
に
つ
い

て
は
、「
源
泉
地
国
課
税
原
則
に
基
づ
く
租
税
制
度
の
機
能
性
及
び
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
い
）
45
（

る
」
と
し
、

消
極
的
な
判
断
を
下
し
た
。
そ
し
て
、
自
由
移
動
を
そ
れ
ほ
ど
制
限
し
な
い
方
法
が
他
に
あ
る
と
し
て
、
法
務
官
意
見
を
引
用
し
た
。

「
欧
州
共
同
体
は
、
同
じ
目
的
を
追
求
す
る
調
和
化
さ
れ
た
措
置
を
す
で
に
講
じ
て
い
る
」
と
し
て
、
直
接
税
分
野
に
お
け
る
加
盟
国
の

権
限
あ
る
当
局
に
よ
る
執
行
共
助
に
関
す
る
理
事
会
指
令
（
以
下
「
執
行
共
助
指
令
」
と
い
）
46
（

う
）
及
び
租
税
債
権
徴
収
に
関
す
る
理
事
会
指

令
（
以
下
「
徴
収
指
令
」
と
い
）
47
（

う
）
を
示
し
）
48
（

た
。
当
該
要
件
が
比
例
性
原
則
に
か
な
う
た
め
に
は
、「
租
税
上
の
住
所
の
移
転
後
の
価
値
の

下
落
に
つ
き
、
出
国
先
国
で
す
で
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
49
（

い
」
と
判
示
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
問
題
の
措
置
は
、
正
当
化
事
由
は
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
比
例
性
原
則
に
し
た
が
っ
て
い
な
い
と
し
て
、
本
件
判
決

に
お
い
て
納
税
義
務
者
有
利
の
判
断
が
下
さ
れ
た
。
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3　

Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
決
（
二
〇
一
六
年
一
二
月
二
一
日
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
判
決
）

　

⑴　

事
実
関
係

　

本
件
は
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
が
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
二
五
八
条
に
基
づ
き
提
起
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
に
対
す
る
義
務
不
履
行
訴
訟
（an action 

for failure to fulfill obligatio

）
50
（ns

）
で
あ
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
所
得
税
法
に
定
め
る
「
自
然
人
が
租
税
上
の
住
所
を
他
の
加
盟
国
に
移
転
し

た
場
合
に
お
け
る
株
式
の
交
換
に
よ
る
未
実
現
利
得
（
交
換
に
よ
り
取
得
し
た
株
式
時
価
と
旧
株
式
の
取
得
価
額
と
の
差
額
）
へ
の
課
税
（
所
得

税
法
一
〇
条
）」
は
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
四
五
条
（
労
働
者
の
自
由
移
動
）
及
び
四
九
条
（
開
業
の
自
由
）
等
の
規
定
に
反
す
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
争
わ
れ
た
。
な
お
、
自
然
人
の
経
済
的
又
は
専
門
的
活
動
に
関
連
す
る
資
産
負
債
を
本
店
又
は
管
理
支
配
地
が
他
国
に
所
在
す
る
法

人
へ
移
転
す
る
と
き
の
課
税
（
所
得
税
法
三
八
条
）
に
係
る
争
点
は
省
略
す
る
。

　

⑵　

判　

旨

　

ま
ず
、
ラ
ス
テ
イ
リ
氏
事
件
判
決
を
踏
襲
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
管
轄
外
に
租
税
上
の
住
所
を
移
転
す
る
者
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
居
住
し
続

け
る
者
に
対
す
る
異
な
る
取
扱
い
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
以
外
の
国
へ
の
移
転
を
阻
害
す
る
と
し
）
51
（

た
。
続
け
て
、
法
人
に
係
る
出
国
時
課
税
制

度
が
Ｅ
Ｕ
法
に
定
め
る
自
由
移
動
の
規
定
に
反
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
争
わ
れ
たN

ational G
rid Indus

事
件
判
）
52
（

決
を
踏
襲
し
、
そ

の
管
轄
内
で
生
じ
た
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
に
課
税
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
国
内
法
の
視
点
か
ら
、
移
住
前
に
最
初
の
加
盟
国
で
生
じ
た

資
産
に
対
す
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
へ
の
課
税
に
関
し
て
言
え
ば
、
他
の
加
盟
国
に
移
住
し
た
者
と
最
初
の
加
盟
国
に
留
ま
る
者
は
同
等

の
状
況
に
あ
）
53
（

る
と
し
、
同
等
の
状
況
に
あ
る
者
間
に
異
な
る
取
扱
い
を
定
め
る
措
置
は
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
四
五
条
及
び
四
九
条
に
対
す
る

制
限
を
構
成
す
る
、
す
な
わ
ち
同
条
項
違
反
に
な
る
と
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
判
断
し
た
。

　

次
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
が
主
張
し
た
正
当
化
事
由
と
比
例
性
原
則
に
つ
い
て
も
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
判
断
を
下
し
た
。
源
泉
地
国

課
税
原
則
に
基
づ
く
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
均
衡
あ
る
配
分
と
い
う
事
由
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
が
、
本
件
は
自
然
人
に
対
す
る
措

置
に
係
る
争
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
人
の
み
に
対
す
る
措
置
に
関
す
る
判
断
を
下
し
たN

ational G
rid Indus

事
件
判
決
で
は
な
く
、
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ラ
ス
テ
イ
リ
氏
事
件
判
決
及
び
Ｎ
事
件
判
決
を
援
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
次
の
と
お
り
判

示
し
た
。「
重
要
な
こ
と
は
、
未
実
現
利
得
又
は
実
現
利
得
へ
の
課
税
に
関
し
て
、
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
取
引
と
は
異
な
り
、
加
盟
国
の
純

粋
な
国
内
取
引
に
お
い
て
は
、（
未
実
現
利
得
に
対
し
て
―
筆
者
注
）
即
時
に
租
税
を
課
さ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
）
54
（

る
」
と
し
、
加
盟

国
間
の
課
税
権
の
均
衡
あ
る
配
分
に
基
づ
く
正
当
化
に
つ
い
て
、
未
実
現
利
得
に
対
す
る
自
然
人
と
法
人
の
出
国
時
課
税
制
度
を
区
別
し

て
判
断
す
る
客
観
的
な
理
由
は
な
い
と
し
た
。
そ
し
て
、「
租
税
上
の
住
所
の
移
転
時
に
課
さ
れ
る
最
終
課
税
制
度
（final settlem

ent 

tax

）
は
、
当
該
住
所
の
出
国
前
の
所
在
地
国
の
課
税
管
轄
内
で
生
じ
た
未
実
現
利
得
に
対
し
て
出
国
元
の
加
盟
国
で
課
税
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
、
移
転
後
に
実
現
し
た
利
益
は
出
国
先
の
加
盟
国
で
排
他
的
に
課
税
し
、
結
果
と
し
て
二
重
課
税
を
回
避
し
て
い
る
」
と
解
し
、

本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
措
置
は
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
配
分
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
）
55
（

た
。
さ
ら
に
、
納
税
猶
予
を
認

め
る
場
合
の
要
件
と
し
て
利
子
の
徴
収
と
担
保
の
提
供
義
務
を
課
す
こ
と
を
認
め
た
が
、
問
題
の
措
置
は
、
納
税
者
が
即
時
支
払
と
納
税

猶
予
を
選
択
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
比
例
性
原
則
を
充
足
し
な
い
と
判
断
さ
れ
）
56
（

た
。
ま
た
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
の
立
証
不
足
を
理
由
と
し

て
税
制
の
一
貫
性
を
理
由
と
す
る
正
当
化
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
問
題
の
措
置
は
、
課
税
権
の
均
衡
あ
る
配
分
を
理
由
と
す
る
正
当
化
は
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
比
例
性
原
則
に
か

な
っ
て
い
な
い
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
法
に
抵
触
す
る
と
判
断
さ
れ
た
。

㈡　

 

納
税
義
務
の
拡
張
に
関
す
る
判
例

―van H
ilten-van der H

eijden

事
件
判
決
（
二
〇
〇
六
年

二
月
二
三
日
司
法
裁
判
所
判
決
）

1　

事
実
関
係

　

van H
ilten-van der H

eijden

夫
人
（
以
下
「
Ｈ
」
と
い
う
）
は
、
一
九
九
七
年
一
一
月
二
二
日
、
ス
イ
ス
で
死
亡
し
た
。
Ｈ
は
オ
ラ

ン
ダ
国
籍
を
有
し
、
一
九
八
八
年
ま
で
夫
と
共
に
オ
ラ
ン
ダ
に
暮
ら
し
て
い
た
。
そ
の
後
ベ
ル
ギ
ー
に
移
住
し
、
一
九
九
一
年
に
ス
イ
ス
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に
移
住
し
た
。
Ｈ
は
死
亡
時
、
ス
イ
ス
の
居
住
者
で
あ
っ
た
。
Ｈ
は
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
及
び
ス
イ
ス
に
不
動
産
を
、
オ
ラ
ン
ダ
、

ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
及
び
米
国
の
証
券
所
に
上
場
す
る
株
式
を
、
オ
ラ
ン
ダ
及
び
ベ
ル
ギ
ー
の
銀
行
に
預
金
を
保
有
し
て
い
た
。
Ｈ
の
相
続

人
ら
は
、
ス
イ
ス
で
は
相
続
税
は
課
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
税
務
当
局
か
ら
相
続
税
の
課
税
処
分
を
受
け
た
。

　

オ
ラ
ン
ダ
の
一
九
五
六
年
相
続
税
法
は
、
死
亡
時
に
オ
ラ
ン
ダ
の
居
住
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
取
得
し
た
相
続
財
産
の
価
値
に
相
続
税
を

課
す
こ
と
、
及
び
、
オ
ラ
ン
ダ
を
出
国
し
た
オ
ラ
ン
ダ
国
籍
を
有
す
る
者
を
出
国
後
一
〇
年
間
居
住
者
と
み
な
す
と
定
め
て
い
た
。
後
者

の
規
定
は
、
オ
ラ
ン
ダ
国
籍
を
有
さ
な
い
オ
ラ
ン
ダ
居
住
者
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
相
続
税
に
関
す
る
オ
ラ
ン
ダ
・
ス
イ
ス
租
税
条
約
に

よ
れ
ば
、
他
方
（
本
件
の
場
合
は
、
ス
イ
ス
）
で
課
さ
れ
た
相
続
税
を
控
除
す
る
限
り
に
お
い
て
、
一
方
（
オ
ラ
ン
ダ
）
で
租
税
を
課
す
こ

と
が
で
き
る
。

　

Ｈ
の
相
続
人
ら
は
、
当
該
課
税
処
分
に
つ
き
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
国
内
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
。
国
内
裁
判
所
は
、
問
題
の
国

内
法
が
、
Ｅ
Ｃ
条
約
五
六
条
の
資
本
の
自
由
移
動
に
反
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
先
決
付
託
し
た
。

2　

判　

旨

　
「
資
本
の
自
由
移
動
を
制
限
す
る
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
措
置
は
、
非
居
住
者
に
加
盟
国
へ
の
投
資
を
抑
制
さ
せ
る
よ
う
な
措
置
、
あ
る

加
盟
国
の
居
住
者
に
他
国
へ
の
投
資
を
抑
制
さ
せ
る
よ
う
な
措
置
、
又
は
、
相
続
の
場
合
に
は
、
関
係
す
る
資
産
が
所
在
し
、
か
つ
当
該

資
産
の
相
続
に
際
し
租
税
を
課
す
加
盟
国
以
外
の
国
の
居
住
者
の
相
続
財
産
の
価
値
を
減
少
さ
せ
る
効
果
を
有
す
る
措
置
で
あ
る
」。
本

件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
国
内
法
は
、
他
国
へ
移
住
し
た
者
と
当
該
国
に
留
ま
る
者
と
の
間
の
異
な
る
取
扱
い
を
定
め
て
お
ら
ず
、「
こ

の
よ
う
な
国
内
法
は
、
出
国
し
た
者
に
よ
る
他
国
か
ら
当
該
加
盟
国
へ
の
投
資
を
抑
制
せ
ず
、
ま
た
国
内
に
留
ま
る
者
の
当
該
加
盟
国
か

ら
他
の
加
盟
国
へ
の
投
資
を
抑
制
す
る
も
の
で
も
な
い
し
、
資
産
の
所
在
地
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
外
へ
移
住
し
た
者
の
資
産
価
値
を
減
少

さ
せ
る
も
の
で
も
な
い
。
…
…
当
該
国
内
法
は
、
他
の
加
盟
国
の
国
民
の
資
産
の
移
動
を
制
限
し
な
）
57
（

い
」
と
解
し
た
。
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㈢　

個
人
の
出
国
時
に
課
さ
れ
る
措
置
に
関
す
る
判
例
分
析

　

狭
義
の
出
国
税
に
係
る
裁
判
例
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
断
は
、
変
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た

裁
判
例
の
判
旨
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
四
年
の
ラ
ス
テ
イ
リ
氏
事
件
判
決
に
よ
れ
ば
、
納
税
猶
予
の
た
め
の
要
件
で
あ
る
担
保
提
供
を
含
め
問
題
と
な
る
措
置
は
、
自

由
移
動
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
り
、
正
当
化
事
由
も
認
め
ら
れ
ず
、
Ｅ
Ｕ
法
に
抵
触
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

　

二
〇
〇
六
年
の
Ｎ
事
件
判
決
に
お
い
て
は
、
納
税
猶
予
の
た
め
の
要
件
で
あ
る
担
保
提
供
を
含
め
問
題
と
な
る
措
置
は
、
自
由
移
動
を

制
限
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
源
泉
地
国
課
税
原
則
に
基
づ
く
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
配
分
維
持
、
特
に
二
重
課
税
の
排
除
を
目
的
と

し
て
正
当
化
さ
れ
る
一
方
で
、
担
保
提
供
要
件
に
よ
り
比
例
性
原
則
に
し
た
が
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
Ｅ
Ｕ
法
に
抵
触
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
出
国
後
の
課
税
資
産
の
価
値
の
下
落
に
つ
い
て
出
国
先
の
加
盟
国
が
考
慮
し
な
い
場
合
に
は
元
の
加
盟
国
に
お
い
て
考
慮
す
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。

　

二
〇
一
六
年
の
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
決
に
お
い
て
は
、
司
法
裁
判
所
の
判
断
枠
組
み
の
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
問
題

と
な
る
措
置
が
自
由
移
動
を
制
限
す
る
措
置
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
判
断
か
ら
、
ラ
ス
テ
イ
リ
氏
事
件
判
決
及
び
Ｎ
事
件
判
決
と

は
若
干
異
な
り
、N
ational G

rid Indus

事
件
判
決
を
援
用
し
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
が
主
張
し
た
源
泉
地
国
課
税
原
則
に
基
づ
く
加
盟

国
間
の
課
税
権
の
均
衡
あ
る
配
分
に
よ
る
正
当
化
事
由
に
つ
い
て
、
法
人
に
対
す
る
措
置
又
は
個
人
に
対
す
る
措
置
で
あ
る
こ
と
は
問
題

で
は
な
く
、
内
外
差
別
（
純
粋
に
国
内
取
引
で
あ
る
場
合
と
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
取
引
の
場
合
の
間
の
差
別
）
が
あ
る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
と

判
示
し
た
。
そ
し
て
、N

ational G
rid Indus

事
件
判
決
を
援
用
し
、
問
題
の
措
置
は
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
配
分
を
維
持
で
き
る
一
方

で
、
即
時
支
払
と
納
税
猶
予
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
比
例
性
原
則
に
か
な
っ
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。

他
方
で
、
納
税
猶
予
を
認
め
る
場
合
の
利
子
の
徴
収
及
び
担
保
提
供
義
務
と
い
う
要
件
を
課
す
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
事
件
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
断
枠
組
み
に
基
づ
き
、
自
由
移
動
を
制
限
す
る
措
置
か
ど
う
か
、
正
当
化
さ
れ
る

措
置
か
ど
う
か
、
比
例
性
原
則
に
し
た
が
う
措
置
か
ど
う
か
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

　

自
由
移
動
を
制
限
す
る
措
置
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
ラ
ス
テ
イ
リ
氏
事
件
判
決
及
び
Ｎ
事
件
判
決
と
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト

ガ
ル
事
件
判
決
で
は
異
な
っ
て
い
る
。
ラ
ス
テ
イ
リ
氏
事
件
判
決
及
び
Ｎ
事
件
判
決
に
お
い
て
は
、
異
な
る
取
扱
い
に
よ
り
不
利
益
を
被

る
と
し
か
判
示
し
て
お
ら
ず
、
納
税
義
務
者
間
の
同
等
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
決
で

は
、N

ational G
rid Indus

事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
解
釈
、
す
な
わ
ち
同
等
の
状
況
に
あ
る
者
間
に
異
な
る
取
扱
い
を
定
め
る
措
置
は
自

由
移
動
を
制
限
す
る
と
し
た
解
釈
を
援
用
し
て
お
り
、
こ
れ
は
出
国
時
課
税
制
度
に
関
す
る
事
件
以
外
の
判
例
に
お
い
て
、「
差
別
は
、

同
等
の
状
況
に
対
し
て
異
な
る
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
こ
と
又
は
異
な
る
状
況
に
対
し
て
同
じ
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
）
58
（

る
」

と
す
る
判
断
と
整
合
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

公
共
の
利
益
の
た
め
に
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
由
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
措
置
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
ラ
ス
テ
イ
リ
氏
事
件

判
決
に
お
い
て
は
、
租
税
回
避
防
止
、
税
制
の
一
貫
性
及
び
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
配
分
と
い
う
理
由
の
い
ず
れ
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

一
方
で
、
Ｎ
事
件
判
決
は
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
配
分
維
持
、
及
び
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
決
は
、
加
盟
国
間
の
課
税
権
の

均
衡
あ
る

0

0

0

0

配
分
維
持
を
理
由
と
し
て
、
問
題
の
加
盟
国
措
置
が
正
当
化
さ
れ
る
と
解
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｎ
事
件
判
決
と
Ｅ
Ｕ
委

員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
決
で
は
、「
均
衡
あ
る
（balanced
）」
と
い
う
文
言
の
有
無
以
外
に
も
、「
源
泉
地
国
課
税
原
則
」
へ
の
言
及

の
有
無
に
も
差
異
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
は
次
章
に
て
行
う
。

　

Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
決
に
お
け
る
比
例
性
原
則
に
係
る
判
断
に
お
い
て
は
、N

ational G
rid Indus

事
件
判
決
を
踏
襲

し
、
ラ
ス
テ
イ
リ
氏
事
件
判
決
及
び
Ｎ
事
件
判
決
と
は
異
な
る
。
第
一
に
納
税
猶
予
に
お
け
る
担
保
提
供
要
件
を
課
す
こ
と
に
つ
い
て
、

Ｎ
事
件
判
決
に
お
い
て
は
比
例
性
原
則
に
反
す
る
と
し
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
決
で
は
同
原
則
に
し
た
が
う
も
の
で
あ
る

と
し
た
。
そ
の
上
で
、
即
時
支
払
と
納
税
猶
予
が
選
択
で
き
る
立
法
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
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ラ
ス
テ
イ
リ
氏
事
件
判
決
及
び
Ｎ
事
件
判
決
に
対
し
て
は
、
国
際
的
租
税
中
立
性
、
資
本
労
働
輸
入
中
立
性
又
は
居
住
地
国
ベ
ー
ス
に

よ
る
課
税
管
轄
の
配
分
の
確
立
に
対
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
貢
献
す
る
も
の
で
は
な
く
、
司
法
裁
判
所
は
域
内
市
場
の
保
護
者
と
し
て
の
役
割

を
担
っ
て
い
る
と
い
う
意
見
が
あ
）
59
（

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
両
事
件
の
結
果
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
、
Ｎ
事
件
判
決
に
お

い
て
源
泉
地
国
課
税
原
則
に
基
づ
く
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
配
分
維
持
を
理
由
と
し
て
正
当
化
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
二
重
課
税
排
除

の
目
的
も
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
そ
の
結
果
、
Ｅ
Ｕ
の
域
内
市
場
の
運
営
も
一
定
程
度
は
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
国

際
課
税
の
原
則
の
一
つ
で
あ
る
源
泉
地
国
課
税
原
則
に
も
親
和
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

狭
義
の
出
国
税
に
係
る
裁
判
例
に
お
け
る
司
法
裁
判
所
の
判
断
の
変
化
は
、
国
際
課
税
分
野
に
お
け
る
課
税
実
務
及
び
原
則
、
す
な
わ

ち
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
や
源
泉
地
国
課
税
制
度
に
接
近
す
る
こ
と
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
次
章
の
課
税
権
の
配
分
に
つ
い
て
の
考
察
で
再
び
取
り
上
げ
る
。

　

ま
た
、
個
人
に
係
る
事
件
に
対
す
る
司
法
裁
判
所
の
判
断
は
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
決
に
お
い
て
、
自
由
移
動
に
対
す

る
制
限
、
正
当
化
事
由
及
び
比
例
性
原
則
の
適
用
の
い
ず
れ
場
面
に
お
い
て
もN

ational G
rid Indus

事
件
判
決
に
判
断
を
援
用
し
て

お
り
、
法
人
に
係
る
事
件
に
対
す
る
司
法
裁
判
所
の
判
断
に
収
斂
し
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
司
法
裁
判
所
は
、
担
保

提
供
要
件
が
比
例
的
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
つ
い
て
、N

ational G
rid Indus

事
件
判
決
で
、「
法
人
の
有
す
る
資
産
の
状
況
は
、

非
常
に
複
雑
で
あ
る
た
め
、
法
人
が
有
す
る
固
定
資
産
及
び
流
動
資
産
の
含
み
益
が
実
現
す
る
ま
で
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
資
産
の
行
き

先
に
つ
い
て
正
確
に
国
境
を
越
え
て
追
跡
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
追
跡
は
当
該
法
人
に
か
な
り
の
若
し
く

は
過
度
の
負
担
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
）
60
（

う
」
と
判
示
し
て
お
り
、
法
人
特
有
の
事
情
を
考
慮
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
判
断
を
下
し
た
。

Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
決
でN

ational G
rid Indus

事
件
判
決
の
判
断
を
援
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
矛
盾
が
生
じ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
な
考
察
は
次
章
で
行
う
。

　

最
後
に
、
納
税
義
務
の
拡
張
に
関
す
る
裁
判
例
は
一
件
の
み
で
あ
る
が
当
該
判
決
に
よ
れ
ば
、
当
該
措
置
は
内
外
差
別
を
構
成
し
な
い
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こ
と
か
ら
、
Ｅ
Ｕ
法
に
抵
触
し
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
加
盟
国
は
、
全
世
界
所
得
に
課
税
す
る
居
住
者
と
当
該
国
の
源

泉
所
得
に
課
税
す
る
非
居
住
者
に
関
す
る
課
税
管
轄
の
範
囲
を
定
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
）
61
（

り
、
こ
の
こ
と
は
、
元
の
居
住
地
国
に
お
い
て

税
額
控
除
に
よ
り
二
重
課
税
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
）
62
（

る
。

三　

出
国
時
課
税
に
係
る
加
盟
国
の
課
税
権
を
視
点
と
し
た
考
察

㈠　

源
泉
地
国
課
税
原
則
と
課
税
権
の
配
分
に
よ
る
正
当
化
事
由
に
係
る
考
察

　

Ｎ
事
件
判
決
と
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
決
で
認
め
ら
れ
た
正
当
化
事
由
「
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
（
均
衡
あ
る
）
配
分
」

に
つ
い
て
、「
均
衡
あ
る
」
と
い
う
文
言
と
「
源
泉
地
国
課
税
原
則
」
へ
の
言
及
の
有
無
に
つ
い
て
、
両
判
決
に
は
差
異
が
あ
っ
た
。
そ

れ
ぞ
れ
の
記
述
は
、
前
者
は
、「
源
泉
地
国
課
税
原
則
に
基
づ
く
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
配
分
維
持
」
で
あ
り
、
後
者
は
、「
加
盟
国
間
の

課
税
権
の
均
衡
あ
る
配
分
保
証
」
で
あ
る
。
最
初
に
、
源
泉
地
国
課
税
原
則
と
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
均
衡
あ
る
配
分
保
証
に
つ
い
て
検

証
す
る
。

　

源
泉
地
国
課
税
原
則
を
根
拠
と
し
て
加
盟
国
措
置
が
正
当
化
さ
れ
た
最
初
の
事
件
は
、Futura

事
件
判
）
63
（

決
で
あ
る
。
本
件
は
、
ル
ク

セ
ン
ブ
ル
ク
法
が
、
居
住
者
と
は
異
な
り
、
非
居
住
者
に
対
し
て
は
、
国
外
に
お
け
る
損
失
の
繰
越
控
除
を
認
め
る
た
め
に
は
、
ル
ク
セ

ン
ブ
ル
ク
国
内
で
課
税
さ
れ
る
所
得
と
当
該
損
失
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
及
び
正
確
な
帳
簿
の
保
存
を
要
件
と
し
て
い
た
。
Ｅ
Ｕ
司
法
裁

判
所
は
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
で
は
居
住
者
は
無
制
限
納
税
義
務
に
服
す
一
方
で
、
非
居
住
者
は
制
限
納
税
義
務
に
服
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
課
税
は
、
源
泉
地
国
課
税
原
則
に
し
た
が
う
も
の
で
、
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
明
ら
か
な
又
は
隠
れ
た
差
別
を

生
じ
さ
せ
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
判
旨
の
分
析
に
お
い
て
、Brokelind

教
授
及
びW

attel

教
授
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は
、
源
泉
地
国
課
税
原
則
は
、
自
由
移
動
に
対
す
る
制
限
を
正
当
化
す
る
事
由
と
し
て
で
は
な
く
、
Ｋ
ｅ
ｃ
ｋ
テ
ス
）
64
（

ト
の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
基

本
条
約
で
禁
止
さ
れ
る
差
別
・
制
限
の
範
囲
か
ら
完
全
に
排
除
す
る
た
め
の
基
準
の
よ
う
に
み
え
）
65
（

る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
問
題
の

措
置
は
国
家
に
よ
る
居
住
地
国
課
税
原
則
と
源
泉
地
国
課
税
原
則
の
併
用
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
差
別
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
Ｎ
事
件
判
決
に
つ
い
て
、
両
教
授
は
、
源
泉
地
国
課
税
原
則
が
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
配
分
維
持
と
同
じ
意
味
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
源
泉
地
国
課
税
原
則
は
Ｋ
ｅ
ｃ
ｋ
テ
ス
ト
で
は
な
く
正
当
化
事
由
に
帰
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
述
べ
て
い
）
66
（

る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
Ｎ
事
件
判
決
に
お
け
る
「
源
泉
地
国
課
税
原
則
」
と
「
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
配
分
維
持
」
は
補
完
的
な
関
係
に
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
配
分
」
の
仕
方
に
は
、
均
衡
の
有
無
、
フ
ェ
ア
か
ア
ン
フ
ェ
ア
か
な
ど
様
々
な
基
準
に
基
づ
く
配
分
が
考
え
ら

れ
る
と
こ
）
67
（

ろ
、
そ
の
基
準
と
し
て
源
泉
地
国
課
税
原
則
を
採
用
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
Ｎ
事
件
判
決
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所

の
判
断
は
、
①
問
題
の
措
置
は
、
源
泉
地
国
課
税
原
則
に
し
た
が
っ
て
課
税
権
を
配
分
し
、
二
重
課
税
を
排
除
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て

い
る
、
②
課
税
権
の
配
分
及
び
二
重
課
税
排
除
は
司
法
裁
判
所
で
認
め
ら
れ
た
正
当
な
目
的
で
あ
る
、
③
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
に

な
ら
っ
た
配
分
は
源
泉
地
国
課
税
原
則
に
し
た
が
っ
て
い
る
、
と
な
っ
て
お
り
、
課
源
泉
地
国
課
税
原
則
を
課
税
権
の
配
分
基
準
と
し
た

と
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
決
に
お
い
て
、「
源
泉
地
国
課
税
原

則
」
と
い
う
文
言
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
及
び
「
均
衡
あ
る
」
と
い
う
文
言
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
整
合
す
る
と
考
え
ら

れ
よ
う
。
源
泉
地
国
課
税
原
則
と
い
う
課
税
権
の
配
分
基
準
に
言
及
し
な
く
て
も
均
衡
あ
る
配
分
を
要
件
と
す
れ
ば
足
り
る
と
解
す
る
こ

と
も
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

ま
た
、「
源
泉
地
国
課
税
原
則
」
と
「
加
盟
国
間
の
課
税
権
の
（
均
衡
あ
る
）
配
分
」
の
関
係
に
つ
い
て
、N

ational G
rid Indus

事
件

判
決
に
お
い
て
、「
税
制
の
一
貫
性
の
必
要
性
と
課
税
権
の
均
衡
あ
る
配
分
は
、
合
致
す
る
（coincide

）」
と
判
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、W

attel

教
授
は
、
税
制
の
一
貫
性
の
必
要
性
、
課
税
権
の
均
衡
あ
る
配
分
の
維
持
及
び
源
泉
地
国
課
税
原
則
は
、
違
い
を
見
つ
け
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る
の
が
困
難
で
あ
る
と
し
、
司
法
裁
判
所
が
域
内
市
場
と
の
整
合
性
を
図
る
た
め
に
考
え
出
し
た
表
現
で
あ
る
と
し
て
い
）
68
（

る
。
他
に
も
、

源
泉
地
国
課
税
原
則
を
明
確
に
し
た
概
念
が
課
税
権
の
均
衡
あ
る
配
分
維
持
で
あ
る
と
す
る
意
見
も

）
70
）（
69
（

あ
る
。

　

先
に
、
狭
義
の
出
国
税
に
係
る
裁
判
例
に
お
け
る
司
法
裁
判
所
の
判
断
の
変
化
は
、
国
際
課
税
分
野
に
お
け
る
課
税
実
務
及
び
原
則
に

よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な
国
際
課
税
分
野
に
お
け
る
課
税
実
務
、
特
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル

租
税
条
約
へ
の
接
近
は
、
納
税
義
務
の
拡
張
に
関
す
る
裁
判
例van H

ilten-van der H
eijden

事
件
判
決
に
お
い
て
も
、
課
税
権
の
均

衡
あ
る
配
分
に
つ
い
て
、「
加
盟
国
が
国
際
課
税
の
実
務
、
特
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
か
ら
対
策
案
を
得
る
こ
と
は
不
合
理
で
は

な
）
71
（

い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
九
九
八
年
に
判
示
さ
れ
たG

illy

事
件
判
）
72
（

決
に
お
い
て
も
、
課
税
管
轄
の
配
分
に
つ
い
て
租
税

条
約
及
び
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
に
依
拠
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
は
な
い
と
判
断
が
下
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
、

国
際
課
税
分
野
に
お
け
る
課
税
実
務
、
特
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
を
尊
重
し
て
判
断
を
下
す
場
合
が
あ
）
73
（

る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
加
盟
国
の
個
人
に
対
す
る
出
国
時
課
税
制
度
が
Ｅ
Ｕ
法
の
自
由
移
動
の
規
定
に
お
け
る
制
限
を
構
成
す
る
と
判
断

さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
制
度
が
源
泉
地
国
課
税
原
則
に
し
た
が
っ
て
課
税
権
の
配
分
を
維
持
し
、
又
は
均
衡
あ
る
配
分
を
保
証

す
る
と
き
は
、
当
該
制
度
は
正
当
化
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
正
当
化
事
由
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
特
に
国
際
課
税
分
野
に
お
け
る
課
税
実
務
又
は
原
則
を
尊
重
す
る
よ
う
な
正
当
化
事

由
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
加
盟
国
及
び
納
税
義
務
者
に
対
し
て
法
的
安
定
性
及
び
予
測
可
能
性
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
望
ま
し
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
結
果
は
、
加
盟
国
の
課
税
権
が
尊
重
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
域
内

市
場
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。Schön

教
授
は
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
断
に
お
け
る
源
泉
地
国
課
税
原
則
を
重
要
視
す

る
よ
う
な
変
化
は
、
租
税
問
題
に
お
け
る
域
内
市
場
の
根
本
的
な
概
念
に
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
し
、
以
前
の
判
断
に
お
い
て
は
国

境
を
越
え
る
経
済
活
動
を
し
よ
う
と
す
る
納
税
者
の
決
定
を
妨
害
す
る
よ
う
な
租
税
措
置
は
認
め
な
い
と
す
る
国
境
の
な
い
ス
ペ
ー
ス
を

域
内
市
場
と
捉
え
て
い
た
が
、
近
年
の
判
断
に
お
い
て
は
特
に
出
国
税
又
は
損
失
控
除
の
場
面
に
お
い
て
国
境
の
存
在
を
認
め
て
い
る
と
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述
べ
て
い
）
74
（

る
。
ま
た
、「
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
は
近
年
、
Ｅ
Ｕ
全
体
を
一
つ
の
大
き
な
テ
ー
ブ
ル
と
し
て
捉
え
る
域
内
市
場
概
念
か
ら
、
無

差
別
原
則
に
基
づ
い
て
ア
ク
セ
ス
で
き
る
二
八
（
加
盟
国
数
―
筆
者
注
）
の
テ
ー
ブ
ル
を
有
す
る
部
屋
と
し
て
捉
え
る
域
内
市
場
概
念
へ

変
化
さ
せ
て
い
る
」
と
す
るVanistendael

教
授
の
メ
タ
フ
）
75
（

ァ
を
借
用
し
て
い
）
76
（

る
。

㈡　

個
人
出
国
時
課
税
制
度
の
比
例
性
に
つ
い
て
の
考
察

　

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
Ｎ
事
件
判
決
と
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
決
に
お
け
る
判
断
に
お
け
る
最
も
大
き
な
違
い
は
、
比
例
性

原
則
に
係
る
判
断
の
場
面
に
現
れ
て
い
る
。

　

Ｎ
事
件
判
決
に
お
い
て
は
、
問
題
の
制
度
が
、
出
国
時
の
申
告
書
の
提
出
と
担
保
を
提
供
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
納
税
猶
予
を
認
め

て
い
た
が
、
担
保
提
供
要
件
に
つ
い
て
は
、「
源
泉
地
国
課
税
原
則
に
基
づ
く
租
税
制
度
の
機
能
性
及
び
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必

要
な
範
囲
を
超
え
て
い
る
」
と
し
、
代
替
措
置
と
し
て
、
欧
州
共
同
体
に
お
い
て
調
和
化
さ
れ
た
措
置
、
す
な
わ
ち
執
行
共
助
指
令
及
び

徴
収
指
令
の
存
在
を
示
し
た
。
ま
た
、
租
税
上
の
住
所
の
移
転
後
の
価
値
の
下
落
に
つ
き
、
出
国
先
国
で
す
で
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
場
合

を
除
き
、
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
要
求
さ
れ
た
。

　

Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
決
に
お
い
て
は
、
問
題
の
制
度
が
、
即
時
支
払
と
納
税
猶
予
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
比
例
性
原
則
に
か
な
っ
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
る
一
方
で
、
納
税
猶
予
を
認
め
る
場
合
の
利
子
の
徴
収
及
び
担
保
提

供
義
務
と
い
う
要
件
を
課
す
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
は
、N

ational G
rid Indus

事
件
判
決
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

担
保
提
供
要
件
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
はN

ational G
rid Indus

事
件
判
決
に
お
い
て
、
法
人
の
有
す
る
資
産
の
状
況
は
非

常
に
複
雑
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
認
め
た
。
Ｅ
Ｕ
委
員
会
メ
ン
バ
ー
のLyal

氏
は
、
法
人
が
保
有
す
る
資
産
と
自
然
人
の
有
す
る

資
産
は
異
な
り
、
資
産
の
多
く
が
現
金
の
代
替
と
し
て
の
資
産
で
な
い
場
合
に
ラ
ス
テ
イ
リ
氏
事
件
判
決
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す

る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
、
及
び
自
然
人
と
比
べ
て
法
人
の
状
況
は
よ
り
複
雑
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
）
77
（

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
即
時
徴
収
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す
べ
き
か
、
又
は
納
税
猶
予
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
そ
の
回
答
は
法
人
と
自
然
人
に
対
し
て
異
な
る
べ
き
で
は
な
い
と
し

て
い
）
78
（

る
。
そ
れ
は
、
執
行
共
助
指
令
及
び
徴
収
指
令
に
よ
り
、
元
の
加
盟
国
の
課
税
権
は
十
分
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
、
必
要

な
こ
と
は
移
転
時
に
お
け
る
税
額
の
確
定
で
あ
る
と
述
べ
て
い
）
79
（

る
。

　

Ｎ
事
件
に
お
い
て
は
、
執
行
共
助
指
令
及
び
徴
収
指
令
に
よ
り
担
保
提
供
は
不
要
で
あ
る
と
し
、N

ational G
rid Indus

事
件
判
決
で

は
（
執
行
共
助
指
令
及
び
徴
収
指
令
が
あ
っ
て
も
）
法
人
の
資
産
状
況
は
複
雑
で
徴
収
で
き
な
い
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
か
ら
担
保
提
供
は
必
要

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
執
行
共
助
指
令
及
び
徴
収
指
令
は
、
自
然
人
の
み
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る

執
行
共
助
及
び
徴
収
共
助
で
は
な
く
、
法
人
も
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
人
及
び
自
然
人
の
両
者
の
租
税
に
関
し
て

対
象
と
な
る
指
令
の
下
、
自
然
人
は
当
該
指
令
が
存
在
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
こ
ろ
、
法
人
は
不
十
分
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
判
決
の
論
旨
は
一
貫
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
と
い
え
よ
）
80
（

う
。
そ
し
て
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル

ト
ガ
ル
事
件
判
決
は
、
後
者
のN

ational G
rid Indus

事
件
判
決
を
そ
の
ま
ま
援
用
し
て
い
る
。
仮
に
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル

事
件
判
決
にN

ational G
rid Indus

事
件
判
決
を
援
用
し
た
判
断
を
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、N

ational G
rid Indus

事
件
判
決
に
お
け

る
法
人
の
特
殊
性
を
根
拠
と
す
る
論
旨
に
は
矛
盾
が
生
じ
る
。
逆
に
、N

ational G
rid Indus

事
件
判
決
に
お
け
る
法
人
の
特
殊
性
を
根

拠
と
す
る
論
旨
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
決
の
論
旨
に
矛
盾
が
生
じ
る
。

　

van Thiel

教
授
は
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
決
に
つ
い
て
当
惑
さ
せ
ら
れ
る
と
の
意
見
を
示
し
、N

ational G
rid Indus

事
件
判
決
内
で
、「
法
人
に
つ
い
て
自
然
人
と
同
じ
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
」
と
解
し
た
後
、
法
人
の
特
殊
性
を
根
拠
と
し
て
価

値
下
落
及
び
担
保
提
供
に
つ
い
て
自
然
人
に
対
す
る
判
断
と
異
な
る
判
断
を
示
し
て
お
り
、
同
一
の
判
決
の
中
に
異
な
る
ロ
ジ
ッ
ク
が
存

在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
述
べ
）
81
（

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
言
え
ば
、N

ational G
rid Indus

事
件
判
決
内
だ
け
で
も
二
転
し
、
Ｅ
Ｕ
委

員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
決
も
加
え
れ
ば
三
転
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
法
人
は
個
人
と
同
様
に
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
し
つ

つ
、
法
人
の
特
殊
性
を
根
拠
と
す
る
判
断
を
示
し
、
そ
の
後
法
人
と
個
人
を
区
別
す
る
客
観
的
理
由
は
な
い
と
判
断
し
た
こ
と
に
な
る
。
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都
合
良
く
解
釈
し
て
い
）
82
（

る
と
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

Ｎ
事
件
判
決
と
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
決
に
お
け
る
担
保
提
供
要
件
に
対
す
る
判
断
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
納
税
義
務
者
が
個
人
で
あ
る
か
法
人
で
あ
る
か
は
で
は
な
く
、
執
行
共
助
指
令
及
び
徴
収
指
令
と
徴
収
で
き

な
い
リ
ス
ク
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
例
え
ば
、
自
然
人
が
、
租
税
を
回
避

す
る
こ
と
又
は
逋
脱
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
出
国
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
資
産
の
性
質
上
流
動
性
及
び
匿
名
性
の
高
い
資
産
を
有
す
る

場
合
に
徴
収
不
能
リ
ス
ク
が
高
ま
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
執
行
共
助
指
令
及
び
徴
収
指
令
に
よ
る
徴
収
可
能
性
、
及
び
、

各
加
盟
国
の
行
政
庁
の
執
行
能
力
の
均
一
性
が
問
題
と
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
先
述
し
たLyal

氏
に
よ
る
「
執
行
共
助
指
令
及
び
徴

収
指
令
に
よ
り
元
の
加
盟
国
の
課
税
権
は
十
分
に
保
障
さ
れ
る
」
と
す
る
意
見
に
対
し
て
は
疑
問
が
あ
）
83
（

る
。

㈢　

小　

括

　

Ｎ
事
件
判
決
と
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
決
は
い
ず
れ
も
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
統
一
さ
れ
た
又
は
共
通
の
ル
ー
ル
が
存
在
し
な

い
中
で
、
加
盟
国
が
一
方
的
又
は
条
約
に
よ
っ
て
、
特
に
二
重
課
税
排
除
を
目
的
と
し
て
課
税
権
の
配
分
を
定
め
る
こ
と
、
及
び
、
課
税

権
の
配
分
を
維
持
す
る
こ
と
は
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
正
当
な
目
的
で
あ
る
こ
と
を
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
事
由
は
今

後
の
出
国
時
課
税
制
度
に
関
す
る
判
決
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
）
84
（

る
。

　

Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
一
連
の
裁
判
例
に
お
け
る
判
断
は
、
論
旨
に
一
貫
性
が
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
出
国
時
課
税

制
度
に
関
す
る
裁
判
例
に
照
ら
せ
ば
、
課
税
権
の
（
均
衡
あ
る
）
配
分
と
い
う
事
由
に
よ
っ
て
加
盟
国
の
制
度
は
正
当
化
さ
れ
、
司
法
裁

判
所
に
よ
る
域
内
市
場
の
確
立
に
好
意
的
な
判
断
は
後
退
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
）
85
（

る
。
換
言
す
れ
ば
、
加
盟
国
の
課
税
権
が
尊
重
さ
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
個
人
に
対
す
る
出
国
時
課
税
制
度
を
取
り
上
げ
た
が
、
法
人
に
対
す
る
同
制
度
に
つ
い
て
は
、
注
（
5
）
に
記
載
し
た
と

お
り
、
二
〇
一
六
年
に
発
遣
さ
れ
た
指
令
に
よ
っ
て
、
加
盟
国
は
出
国
税
の
導
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
当
該
指
令
の
内
容
は
、

N
ational G

rid Indus
事
件
判
決
及
び
そ
れ
以
後
の
司
法
裁
判
所
の
判
断
を
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
他
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
又
は
Ｅ

Ｅ
Ａ
加
盟
国
へ
の
資
産
及
び
事
業
の
移
転
の
場
合
、
移
転
時
の
即
時
課
税
又
は
五
年
間
に
わ
た
る
納
税
猶
予
の
い
ず
れ
か
を
納
税
義
務
者

が
選
択
で
き
る
内
容
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
納
税
猶
予
の
場
合
、
利
息
の
徴
収
及
び
担
保
資
産
の
提
供
義
務
を
要
件
と
す
る
こ
と
を
認
め
て

い
る
。
当
該
指
令
は
租
税
回
避
防
止
を
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
も
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
事
件
判
決
に
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
司
法
裁
判
所
の
判
断
の
迷
走
に
は
、
法
人
・
個
人
を
問
わ
ず
、
国
際
的
な
租
税
回
避
が
積
極

的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
も
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

本
稿
は
、
出
国
時
課
税
制
度
と
い
う
特
定
の
加
盟
国
措
置
を
取
り
上
げ
て
分
析
し
た
が
、
今
後
も
加
盟
国
の
措
置
ご
と
の
検
証
を
試
み

る
予
定
で
あ
る
。
出
国
時
課
税
制
度
と
Ｅ
Ｕ
法
の
関
係
に
お
い
て
は
、
加
盟
国
に
有
利
な
傾
向
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
他
の
措
置
、
例

え
ば
、
租
税
回
避
に
焦
点
を
当
て
れ
ば
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
（
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
）、
課
税
権
の
配
分
に
焦
点
を
当
て
れ
ば
グ
ル
ー
プ

リ
リ
ー
フ
制
度
等
、
そ
の
措
置
の
特
徴
ご
と
に
司
法
裁
判
所
の
判
断
に
差
異
は
存
在
す
る
の
か
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
と
加
盟
国
の

課
税
権
の
範
囲
バ
ラ
ン
ス
の
視
点
か
ら
考
察
し
た
い
と
考
え
る
。

（
1
）  

課
税
権
の
類
型
、
納
税
義
務
の
範
囲
及
び
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
木
村
弘
之
亮
「
国
際
二
重
課
税
の
原
因
、
形
態
及
び
評
価
」
法
學
研
究
七

〇
巻
一
二
号
（
一
九
九
七
年
）
に
詳
し
い
。
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（
2
）  

増
井
良
啓
・
宮
崎
裕
子
『
国
際
租
税
法　

第
三
版
』（
東
京
大
学
出
版
会　

二
〇
一
五
年
）
二
七
三
‐
二
八
一
頁
。

（
3
）  

木
村
弘
之
亮
「
無
制
限
納
税
義
務
と
制
限
納
税
義
務
と
の
間
の
移
動

―
国
外
逃
散
課
税
と
国
外
転
居
課
税
に
関
す
る
立
法
の
必
要
性

―
」

法
學
研
究
六
九
巻
五
号
（
一
九
九
六
年
）
三
頁
。

（
4
）  
日
本
に
お
い
て
も
、
平
成
二
七
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、
一
定
の
要
件
を
充
足
す
る
居
住
者
が
国
内
に
住
所
及
び
居
所
と
有
し
な
い
こ
と
と
な

る
場
合
に
、
対
象
資
産
の
含
み
益
に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
国
外
転
出
時
課
税
制
度
）。

（
5
）  
例
え
ば
、
二
〇
一
六
年
時
点
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
Ｅ
Ｕ
加
盟
二
八
カ
国
の
う
ち
一
三
カ
国
が
出
国
税
制
度
を
有
し
て

い
た
。
な
お
、
二
〇
一
六
年
に
発
遣
さ
れ
た
理
事
会
指
令Council D

irective 

（EU

） 2016/1164 of 12 July 2016 laying dow
n rules 

against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal m
arket, O

J L 193/1 of 19 July 2016 

に
よ
り
、

加
盟
国
は
二
〇
一
九
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
に
、
法
人
に
対
す
る
出
国
税
を
国
内
法
に
規
定
及
び
公
表
し
、
二
〇
二
〇
年
一
月
一
日
よ
り
当
該
規

定
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）  

Ｅ
Ｕ
法
と
は
、
欧
州
連
合
条
約
（the Treaty on European U

nion

：
以
下
「
Ｅ
Ｕ
条
約
」
と
い
う
）、
欧
州
連
合
機
能
条
約
（the Treaty 

of the Functioning of the European U
nion

：
以
下
「
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
」
と
い
う
）、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
、
判
例
法
及
び
法
の
一
般
原
則
及
び

こ
れ
ら
に
基
づ
く
派
生
法
な
ど
を
い
う
。
ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
Ｅ
Ｃ
法
及
び
Ｅ
Ｕ
法
の
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
庄
司
克
宏
『
新
Ｅ
Ｕ

法　

基
礎
編
』（
岩
波
書
店　

二
〇
一
三
年
）、
同
『
新
Ｅ
Ｕ
法　

政
策
編
』（
同　

二
〇
一
四
年
）
に
倣
っ
て
い
る
。

（
7
）  See e.g. Case C -279/93 Schum

acker 
﹇1995

﹈ ECR I -225, paras. 21, 26; Case C -80/94 W
ielockx 

﹇1995

﹈ ECR I -2493, para. 
16.

（
8
）  

な
お
、
法
人
に
対
す
る
出
国
時
課
税
制
度
と
Ｅ
Ｕ
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。See e.g. Panayi, H

ji 
Christiana, Exit Taxation as an O

bstacle to Corporate Em
igration from

 the Spectre of EU
 Tax Law, 13 Cam

bridge Yearbook of 
European Legal Sutudies 245 （2011

）; Panayi, H
ji, Christiana, European U

nion Corporate Tax Law, Cam
bridge 2013, pp. 307 

et seqq; M
arres, O

tto, Exit Taxes on Com
panies, in D

ourado, Ana Paula （ed.

）, M
ovem

ent of Persons and Tax M
obility in the 

EU
: Changing W

inds, Am
sterdam

 2014; Röde, Erik, Co-O
rdination of Corporate Exit Taxation in the Internal M

arket and 
Beyond, British Tax Review

 574 

（2014

）; 

宮
本
十
至
子
「
法
人
に
対
す
る
出
国
税
を
め
ぐ
る
諸
問
題

―
Ｅ
Ｕ
の
動
向
を
中
心
に

―
」

所
収
：
村
井
正
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
『
租
税
の
複
合
法
的
構
成
』（
清
文
社　

二
〇
一
二
年
）
六
二
三
頁
。

（
9
）  See e.g. Case C -193/94 Skanvi and Chryssanthakopoulos 

﹇1996

﹈ ECR I -929, paras. 20 -22; Case C -152/05 Com
m
ission v 
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G
erm

any ﹇2008

﹈ ECR I -39, para. 18; Case C -155/09 Com
m
ission v G

reece ﹇2011

﹈ ECR I -65, para. 41.

（
10
）  See e.g. Joined cases C

-397/98 and C
-410/98 M

etallgesellschaft 

﹇2001

﹈ EC
R I -1760, paras. 38 -40; C

ase C
-422/01 

Skandia and Ram
stedt 

﹇2003

﹈ ECR I -6817, para. 61; Case C -76/05 Schw
arz 

﹇2007

﹈ ECR I -6879, para. 33; Case C -345/05 
Com

m
ission v Portugal ﹇2006

﹈ ECR I -10635, para. 15.
（
11
）  See e.g. H

ohenw
arter, D

aniela, The Allocaion of Taxing Rights in the light of the Fundam
enta Freedom

s of EC Law, in 
Lang, M

ichael et al. （eds.

）, Tax Treaty Law
 and EC Law, Alphen aan den Rijn 2007, Series on International Taxation, v. 30, p. 

84; 

木
村
・
前
掲
注
（
1
）
九
四
頁
、
宮
武
敏
夫
『
国
際
租
税
法
』（
有
斐
閣　

一
九
九
三
年
）
三
七
頁
以
下
。

（
12
）  Schön, W

olfgang, Persons and Territories: on the International Allocation of Taxing Rights, British Tax Review
 554 （2010

）, 
pp. 554 et seqq. 

木
村
・
前
掲
注
（
1
）
九
六
頁
は
、
少
な
く
と
も
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
法
系
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
系
の
国
々
は
併
用

し
て
い
る
と
し
て
い
る
。

（
13
）  

Ｅ
Ｕ
条
約
四
条
二
項
第
二
文
。

（
14
）  Schön, W

olfgang, N
eutrality and Territoriality - Com

peting or Converging Concepts in European Tax Law
?, 69 Bulletin for 

International Taxation 271 （2015
）, p. 280.

（
15
）  

前
掲
注
（
7
）。

（
16
）  

所
得
概
念
及
び
実
現
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
金
子
宏
「
租
税
法
に
お
け
る
所
得
概
念
の
構
成
」『
所
得
概
念
の
研
究
』（
有
斐
閣　

一
九
九
五
年
。

初
出　

一
九
六
六
‐
七
五
年
）
一
頁
以
下
に
詳
し
い
。
金
子
宏
『
租
税
法　

第
二
二
版
』（
弘
文
堂　

二
〇
一
七
年
）
一
八
八
頁
に
よ
れ
ば
、「
未

実
現
の
利
得
（
中
略
）
は
、
ど
こ
の
国
で
も
、
原
則
と
し
て
課
税
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
」。
こ
れ
は
、「
未
実
現
利
得
は
一
般
に
捕
捉
し

評
価
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
で
あ
」
る
。

（
17
）  

出
国
時
課
税
制
度
の
場
合
、
当
該
制
度
の
課
税
対
象
と
な
る
資
産
の
取
得
価
格
と
出
国
時
の
時
価
等
と
の
差
額
、
す
な
わ
ち
含
み
益
を
実
現
し

た
も
の
と
し
て
課
税
す
る
こ
と
か
ら
、
外
部
か
ら
現
金
等
の
流
入
が
な
い
。

（
18
）  

木
村
・
前
掲
注
（
3
）
三
‐
五
頁
は
、
課
税
権
か
ら
の
離
脱
に
つ
い
て
、
課
税
主
体
と
課
税
客
体
の
そ
れ
ぞ
れ
の
複
数
の
事
例
を
示
し
て
い
る
。

（
19
）  D

e Broe, Luc, The tax treatm
ent of transfer of residence by individuals G

eneral report, in 87b Cahiers de droit fiscal 
international of 56

th congress 

（O
slo 2002

）, H
ague 2002, pp. 23 -30; Betten, Rijkele, Incom

e Tax Aspects of Em
igration and 

Im
m
igration of Individuals, Am

sterdam
 1998, pp. 11 -31.
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（
20
）  Kuldepp, Aiki, Tax Policy of Estonia in the fram

ew
ork of the EU

 Integration, D
octoral thesis, Erasm

us U
niversity Rotterdam

 
2005, p. 189 〈https://repub.eur.nl/pub/6956/ProefschriftAikiKuldkepp290905.pdf

〉 （last visited N
ov. 30, 2018

）.
（
21
）  

ド
イ
ツ
の
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
に
つ
い
て
は
、
村
井
正
「
西
ド
イ
ツ
国
際
取
引
租
税
法
（
Ａ
Ｓ
ｔ
Ｇ
）
の
問
題
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
（
一
九
八

三
年
）
七
四
頁
以
下
、
木
村
弘
之
亮
「
わ
が
国
所
得
税
制
に
お
け
る
『
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
』
創
設
の
必
要
性
：
ド
イ
ツ
対
外
取
引
税
制
に
お

け
る
拡
張
的
制
限
納
税
義
務
を
手
が
か
り
と
し
て
」
法
學
研
究
六
八
巻
二
号
（
一
九
九
六
年
）
に
詳
し
い
。

（
22
）  Case C -9/02 H

ughes de Lasteyrie du Saillant ﹇2004
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れ
る
価
値
増
加
分
に
つ
い
て
同
法
一
六
七
条
二
項
に
定
め
る
申
請
…
…
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。

（
29
）  Lasteyrie ﹇2004

﹈ para. 46.

（
30
）  Lasteyrie ﹇2004

﹈ para. 47.

（
31
）  Lasteyrie ﹇2004

﹈ para. 49.

（
32
）  Lasteyrie ﹇2004
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あ
る
と
の
ド
イ
ツ
政
府
の
意
見
に
つ
い
て
は
、

本
件
は
加
盟
国
間
の
課
税
権
…
…
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
事
件
で
は
な
く
、
課
税
す
る
目
的
の
措
置
が
開
業
の
自
由
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
が
争



法学政治学論究　第121号（2019.6）

202

点
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

（
35
）  Case C -470/04 N

 ﹇2006

﹈ ECR I -7409.
（
36
）  N

 ﹇2006

﹈ para. 35.
（
37
）  N

 ﹇2006

﹈ para. 36.
（
38
）  N

 ﹇2006

﹈ para. 37.

（
39
）  N

 ﹇2006

﹈ para. 40.

（
40
）  N

 ﹇2006
﹈ para. 42.

（
41
）  N

 ﹇2006
﹈ para. 44.

（
42
）  N

 ﹇2006

﹈ para. 45.

（
43
）  N

 ﹇2006

﹈ para. 46.

（
44
）  N

 ﹇2006

﹈ para. 49.

（
45
）  N

 ﹇2006

﹈ para. 51.

（
46
）  Council D

irective 2004/106/EC of 16 N
ovem

ber 2004 am
ending D

irectives 77/799/EEC concerning m
utual assistance by 

the com
petent authorities of the M

em
ber States in the field of direct taxation, certain excise duties and taxation of insurance 

prem
ium

s and 92/12/EEC on the general arrangem
ents for products subject to excise duty and on the holding, m

ovem
ent and 

m
onitoring of such products, O

J L 359, 4.12.2004, p. 30.

（
47
）  Council D

irective 2001/44/EC of 15 June 2001 am
ending D

irective 76/308/EEC on m
utual assistance for the recovery of 

claim
s resulting from

 operations form
ing part of the system

 of financing the European Agricultural G
uidance and G

uarantee 
Fund, and of agricultural levies and custom

s duties and in respect of value added tax and certain excise duties, O
J L 175, 

28.6.2001, p. 17.

（
48
）  N

 ﹇2006

﹈ paras. 52 -53.

（
49
）  N

 ﹇2006

﹈ para. 54.

（
50
）  

Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
二
五
八
条
は
、「
委
員
会
が
、
加
盟
国
が
基
本
条
約
に
定
め
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
と
認
め
る
場
合
、
当
該
加
盟
国
に
自

己
の
見
解
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
た
後
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
の
理
由
付
き
意
見
を
表
明
す
る
。
当
該
加
盟
国
が
、
委
員
会
の
定
め
る
期
間
内



ＥＵ法と加盟国の個人出国時課税制度の抵触関係

203

に
こ
の
意
見
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
委
員
会
は
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
訴
訟
を
「
義
務
不
履
行

訴
訟
」
と
い
う
（
庄
司
・
前
掲
注
（
６
）『
新
Ｅ
Ｕ
法　

基
礎
編
』
一
四
九
頁
以
下
）。

（
51
）  Com

m
ission v Portugal ﹇2016

﹈ para. 44.
（
52
）  Case C -371/10 N

ational G
rid Indus 

﹇2011

﹈ ECR I -12307. N
ational G

rid Indus

事
件
は
、
オ
ラ
ン
ダ
法
に
従
い
設
立
さ
れ
た
オ
ラ

ン
ダ
の
有
限
責
任
会
社
で
あ
るN

ational G
rid Indus

（
以
下
「
Ｎ
Ｇ
Ｉ
」
と
い
う
）
が
、
英
国
に
事
実
上
の
管
理
支
配
地
を
移
転
し
た
と
こ
ろ
、

Ｎ
Ｇ
Ｉ
は
有
し
て
い
た
売
掛
債
権
は
未
実
現
の
為
替
差
益
を
含
ん
で
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
出
国
税
が
課
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条

約
四
九
条
の
開
業
の
自
由
に
反
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
司
法
裁
判
所
は
、
他
の
加
盟
国
に
移
住
し
た
者
は
キ
ャ
ッ

シ
ュ
フ
ロ
ー
面
で
不
利
益
を
被
る
こ
と
か
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
の
出
国
税
は
開
業
の
自
由
を
制
限
す
る
措
置
で
あ
る
と
こ
ろ
、
加
盟
国
間
の
課
税
権
の

配
分
維
持
を
事
由
と
し
て
正
当
化
さ
れ
う
る
と
判
断
し
た
。
加
え
て
、
利
子
の
支
払
い
及
び
担
保
提
供
要
件
を
課
さ
れ
た
納
税
猶
予
制
度
と
即
時

納
付
制
度
の
い
ず
れ
か
を
納
税
義
務
者
に
選
択
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
比
例
性
原
則
を
充
足
す
る
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
課
税
対
象
資
産
の
出

国
後
の
価
値
の
下
落
に
つ
い
て
は
考
慮
す
る
こ
と
は
要
求
し
な
か
っ
た
。

（
53
）  Com

m
ission v Portugal ﹇2016

﹈ para. 46.

（
54
）  Com

m
ission v Portugal ﹇2016

﹈ para. 54.

（
55
）  Com

m
ission v Portugal ﹇2016

﹈ para. 57.

（
56
）  Com

m
ission v Portugal ﹇2016

﹈ paras. 58 -61.

（
57
）  van H

ilten-van der H
eijden ﹇2006

﹈ para. 46.

（
58
）  See e.g. Schum
acker ﹇1995

﹈, para. 30; W
ielockx ﹇1995

﹈, para. 17.

（
59
）  Kem

m
eren, Eric, The CJEU

 and the Internal M
arket Concept in D

irect Taxation, in H
aslehner, W

erner et al. 

（eds.

）, EU
 

Tax Law
 and Policy in the 21st Century, Alphen aan den Rijn 2017, p. 35.

（
60
）  N
ational G

rid Indus ﹇2011

﹈ para. 70.

（
61
）  D

e Broe, Luc, The relevance of residence under EC tax law, in M
aisto, G

uglielm
o （ed.

）, Residence of Individuals under Tax 
Treaties and EC Law, Am

sterdam
 2010, p. 129.

（
62
）  van Thiel, Servaas, Exit Tax, in W

attel, J. Peter et al. 

（eds.

）, Terra/W
attel European Tax Law

 volum
e 1 ‒ G

eneral Topics 
and D

irect Taxation 7th ed., Alphen aan den Rijn 2018, p. 839.



法学政治学論究　第121号（2019.6）

204

（
63
）  Case C -250/95 Futura ﹇1997

﹈ ECR I -2471.

（
64
）  

Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
三
四
条
に
定
め
る
物
の
自
由
移
動
に
関
す
る
裁
判
例Jointed cases C -267/91 and C/268/91 Keck 

﹇1993

﹈ ECR 
I -6097

に
お
い
て
示
さ
れ
た
二
要
件
を
充
足
す
る
措
置
は
、
同
条
項
の
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
に
は
該
当
せ
ず
、
同
条
項
の
適
用
外
と
な

る
。
詳
し
く
は
、
庄
司
・
前
掲
注
（
６
）『
新
Ｅ
Ｕ
法　

政
策
編
』
六
六
‐
七
五
頁
。

（
65
）  Brokelind, Cécile and W

attel, Peter, Free M
ovem

ent and Tax Base Integrity, in W
attel, J. Peter et al. 

（eds.

）, Terra/W
attel 

European Tax Law
 volum

e 1 ‒ G
eneral Topics and D

irect Taxation 7th ed., Alphen aan den Rijn 2018, p. 684.

（
66
）  Ibid, pp. 685 -686.

（
67
）  W

attel, J. Peter, Fiscal Cohesion, Fiscal Territoriality and Preservation of the （Balanced

） Allocation of Taxing Pow
er- W

hat 
is the D

ifference?, in W
eber, D

ennis 

（ed.

）, The Influence of European Law
 on D

irect Taxation Recent and Future 
D
evelopm

ent, Alphen aan den Rijn 2003, Eucotax series on European taxation, v. 16, p. 152.

（
68
）  W

attel, supra note 67, p. 153.

（
69
）  Lazarov, Ivan, The Relevance of the Fundam

ental Freedom
s for D

irect Taxation, in Lang, M
ichael et al. （eds.

）, Introduction 
to European Tax Law

 on D
irect Taxation 5th edition, W

ien 2018, p. 89.

（
70
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
出
国
時
課
税
制
度
に
関
す
る
裁
判
例
以
外
の
多
く
の
判
例
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
別
稿
を
期
し
た
い
と
考
え
る
。

（
71
）  van H

ilten-van der H
eijden ﹇2006
﹈ para. 48.

（
72
）  Case C -336/96 G
illy ﹇1998

﹈ ECR I -2823, para. 31. 

本
件
の
事
実
関
係
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。G

illy

は
ド
イ
ツ
国
籍
を
有
す
る
フ
ラ

ン
ス
居
住
者
で
あ
っ
た
が
、
結
婚
後
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
居
所
を
有
し
な
が
ら
ド
イ
ツ
の
公
立
学
校
で
教
師
を
し
て
い
た
。

ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
の
租
税
条
約
に
よ
り
、G

illy

の
ド
イ
ツ
源
泉
所
得
に
対
し
て
は
ド
イ
ツ
で
課
税
さ
れ
た
上
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
課
税
さ
れ
、

二
重
課
税
排
除
の
方
法
と
し
て
税
額
控
除
が
適
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
税
額
控
除
制
度
に
よ
っ
て
控
除
で
き
た
税
額
は
ド
イ
ツ

で
実
際
に
支
払
っ
た
税
額
に
満
た
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
租
税
条
約
は
Ｅ
Ｃ
法
に
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
、
司
法
裁
判
所
に
先
決

付
託
が
な
さ
れ
た
。

（
73
）  W

attel, J. Peter, Conceeputual Background of CJEU
 Case Law

 in D
irect Tax M

atters, in W
attel, J. Peter et al. （eds.

）, Terra/
W

attel European Tax Law
 volum

e 1 ‒ G
eneral Topics and D

irect Taxation 7th ed., Alphen aan den Rijn 2018, p. 643.

（
74
）  Schön, supra note 14, p. 283.



ＥＵ法と加盟国の個人出国時課税制度の抵触関係

205

（
75
）  Vanistendael, Frans, The Com

patibility of the Basic Econom
ic Freedom

s w
ith the Sovereignty N

ational Tax System
s of the 

M
em

ber States, 12 EC Tax Review
 136 （2003

）, p. 139.
（
76
）  Schön, supra note 14, p. 283. 

同
旨
と
し
て
、Anton, Ricardo G

arcia, The Lim
its on Tax Sovereignty Im

posed by the Interpre-
tation of Supranational Law, in Pistone, Pasquale （ed.

）, European Tax Integration: Law, Policy and Politics, Am
sterdam

 2018, 
pp. 471 et seqq.

（
77
）  Lyal, Richard, Taxation of U

nrealized Profits on the O
ccation of a Trasnfer of Com

pany Seat or Assets, in D
ourado, Ana 

Paula （ed.
）, M

ovem
ent of Persons and Tax M

obility in the EU
: Changing W

inds, Am
sterdam

 2013, p. 196.

（
78
）  Lyal, supra note 77, p. 197.

（
79
）  Ibid.

（
80
）  Kem

m
eren, supra note 59, p. 37.

（
81
）  van Thiel, supra note 62, p. 848. 

そ
の
他
に
二
点
を
掲
げ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
省
略
す
る
。

（
82
）  van Thiel, supra note 62, p. 849. 

に
、「contara legem

」
と
あ
る
。

（
83
）  

一
方
で
、
当
該
指
令
は
そ
の
後
も
改
正
を
重
ね
て
お
り
、
特
に
近
年
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
国
際
的
租
税
回
避
対
策
（
と

り
わ
け
、
税
源
浸
食
と
利
益
移
転
（Base Erosion and Profit Shifting: BEPS

）
に
対
処
す
る
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
に
合
致
す
る
よ
う

に
改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
執
行
共
助
及
び
徴
収
共
助
に
対
し
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
執
行
共
助
指
令

の
改
廃
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
髙
橋
里
枝
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
税
務
執
行
共
助
と
納
税
者
の
権
利
保
護
」『
商
學
論
纂　

矢
内
一
好
教
授
古
稀
記
念

論
文
集
』
第
五
九
巻
第
五
・
六
号
（
二
〇
一
八
年
）。

（
84
）  van Thiel, supra note 62, pp. 838 -836.

（
85
）  Kem

m
eren, supra note 59, p. 37.



法学政治学論究　第121号（2019.6）

206

髙
橋　

里
枝
（
た
か
は
し　

さ
と
え
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

慶
應
法
学
会

専
攻
領
域　
　

租
税
法
、
国
際
租
税
法

主
要
著
作　
　
「
一
般
的
租
税
回
避
否
認
規
定
の
対
象
領
域
と
実
効
性

―
英
連
邦
諸
国
の
経
験
か

ら
の
一
考
察

―
」
第
二
四
回
租
税
資
料
館
賞
（
論
文
の
部
）
受
賞
（
二
〇
一
五
年
）

　
　
　
　
　
　
「
Ｅ
Ｕ
法
と
二
国
間
租
税
条
約
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察

―
最
恵
国
待
遇

と
そ
の
対
象
範
囲
を
中
心
に

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
一
七
号
（
二
〇
一

八
年
）

　
　
　
　
　
　
「
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
る
国
家
援
助
の
判
断
要
素
と
し
て
の
「
選
別
性
」
概

念

―
加
盟
国
の
租
税
措
置
に
係
る
事
件
を
中
心
と
し
て

―
」『
法
学
政
治
学
論

究
』
第
一
一
九
号
（
二
〇
一
八
年
）


